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緊急情報 

「屋根の点検をします」 

という訪問販売業者に 

ご注意

突然、業者が訪問し「屋根瓦がずれている。修理

が必要。」などといわれ、心配になり工事の契約

をしてしまったが、料金が高額なので解約できな

いかという相談が寄せられています。 

訪問販売の場合、業者は法律で定められた事項

を書いた書面を消費者に交付する義務があり、こ

の書面が交付された後 8日間以内であれば無条件

で契約を解除することができます。 

訪問販売で不必要な契約をしてしまった時に

は、あきらめず最寄りの消費生活センターに相談

しましょう。 

茨城県消費生活センター 
 電話０２９－２２５－６４４５ 

★相談多発地域 

（月～金、９時～１７時） 


